
　
縦
覧
は
、
納
税
者
が
、
自
分
の
所
有
す

る
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど
う

か
、
他
の
資
産
の
評
価
額
と
比
較
し
て
確

認
す
る
も
の
で
す
。

◆
期

　間
　
4
月
1
日
（
水
）
〜

　
　
　
　
　
5
月
29
日
（
金
）

◆
場

　所
　
税
務
課
（
庁
舎
1
階
）

◆
縦
覧
で
き
る
人

　
町
内
に
課
税
対
象
の
土
地
・
家
屋
を
所

有
す
る
人

◆
縦
覧
の
対
象

　
①
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
土
地
の
納

税
者
）

　
※
所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格

を
記
載

　
②
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
家
屋
の
納

税
者
）

　
※
所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・

床
面
積
・
価
格
を
記
載

　
閲
覧
は
、
納
税
義
務
者
（
所
有
者
）
が
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
自
分
の
資
産
に
つ

い
て
記
載
さ
れ
た
部
分
を
確
認
す
る
も
の

で
す
。

◆
開
始
日
　
4
月
1
日
（
水
）

◆
場

　所
　
税
務
課
（
庁
舎
1
階
）

◆
閲
覧
で
き
る
人

　
納
税
義
務
者
と
そ
の
同
居
の
親
族
、
ま

た
は
借
地
・
借
家
人
な
ど

※
借
地
・
借
家
人
な
ど
は
、
閲
覧
の
範
囲

が
限
ら
れ
ま
す
。
　

◆
閲
覧
の
対
象

　
所
有
者
、
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、

家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
評

価
額
な
ど

　
縦
覧
・
閲
覧
に
は
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
な
ど
の
提
示
が
必
要
で
す
。
縦
覧
で

き
る
人
の
条
件
や
本
人
確
認
の
方
法
の
方

法
な
ど
詳
し
く
は
役
場
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
の
価
格
等
の

縦
覧
・
閲
覧
が
は
じ
ま
り
ま
す

土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
等
の
縦
覧

固
定
資
産
税
台
帳
の
閲
覧

◆
問
い
合
わ
せ
先

　税
務
課
　固
定
資
産
税
担
当

　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
2

国民健康保険みんなで支えあう

こんなとき 手続きに必要なもの 共通して必要なもの

国保の被保険者
になるとき

他の市町村から転入してきたとき 転出証明書等

・  印かん（朱肉を必要
とするもの）

・  窓口で手続きされる
方の本人確認がで
きるもの（写真付き
のものは１点、それ
以外のものは２点）

・  窓口に来られる方と
健康保険の手続き
が必要な方の個人
番号が分かるもの

勤務先の健康保険の被保険者でなくなった
とき

退職（勤務先の健康保険の資格を喪失）
したことがわかる証明書など

勤務先の健康保険の被扶養者からはずれ
たとき

被扶養者からはずれたことがわかる証
明書など

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

国保の被保険者
でなくなるとき

他の市区町村へ転出するとき※ 被保険者証
勤務先の健康保険の被保険者になったとき 勤務先の健康保険の被保険者証・

国保の被保険者証勤務先の健康保険の被扶養者になったとき

その他

住所・世帯主・氏名などが変わったとき 被保険者証
修学のため、子どもが他の市町村に居住す
るとき 被保険者証・在学証明書

被保険者証をなくしてしまったとき 本人確認ができるもの（免許証など）
※滋賀県内の他市町へ転出するときも、日野町の国保を脱退する手続きが必要です。

◆届出は14日以内に
　国保への加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼっ
て納めていただくことになります。また、脱退の届出
をされるまで、勤務先の保険料と二重に納めていただ
くことになるなど負担も大きくなります。さらにこの
間に資格のない保険証を誤って提示し、医療機関で受

国保の加入や脱退は届出が必要です
診されると、医療費を返還しなければならなくなる場
合もあり、トラブルの原因となります。
　下表のようなときは、忘れず届出を行いましょう。
　なお、住民票が同じ世帯の方以外が手続きをされる
場合は委任状が必要になります。

◆問い合わせ先　住民課 保険年金担当
　　　　　　　　☎0748-52-6584
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◆問い合わせ先　日野町保健センター　☎0748-52-6574

●
慢
性
腎
臓
病
（
C
K
D
）
と
は
？

　
腎
障
害
や
腎
機
能
の
低
下
が
続
く

状
態
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
腎
機
能
が

低
下
し
て
腎
不
全
に
な
る
と
、
人
工
透

析
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
脳
卒

中
や
心
筋
梗
塞
な
ど
を
引
き
起
こ
す
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
早
期
発
見
し
、
予
防
し
ま
し
ょ
う
！

　
慢
性
腎
臓
病
（
C
K
D
）
は
、
初
期

段
階
で
は
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。

早
期
発
見
の
た
め
に
必
ず
健
康
診
断
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
腎
臓
は
、
一
度
悪
く

な
っ
た
ら
元
に
戻
ら
な
い
臓
器
で
す
。

こ
の
た
め
、
予
防
の
た
め
に
、
食
生
活
・

運
動
な
ど
の
生
活
習
慣
を
見
直
す
こ
と

が
大
切
で
す
。
肥
満
を
解
消
し
、
血
圧

が
高
め
の
方
は
、
生
活
習
慣
を
見
直
し

ま
し
ょ
う
。

　
日
野
町
で
は
、
塩
分
の
と
り
過
ぎ

に
気
を
付
け
て
も
ら
う
た
め
に
、
み

そ
汁
等
の
塩
分
濃
度
測
定
を
し
て
い

ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
家
庭
の
み
そ
汁
等
の
汁

物
を
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

●
測
定
で
き
る
教
室

・
パ
パ
マ
マ
サ
ロ
ン

・
離
乳
食
教
室

・
栄
養
相
談

・
男
性
の
た
め
の
料
理
教
室

・
出
前
講
座
な
ど

慢
性
腎
臓
病（
C
K
D
）を

予
防
し
ま
し
ょ
う
！

慢
性
腎
臓
病（
C
K
D
）を

予
防
し
ま
し
ょ
う
！

ま
ん

せ
い

じ
ん

び
ょ
う

ぞ
う

〜
毎
年
３
月
第
2
木
曜
日
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
す
〜

「
世
界
腎
臓
デ
ー
」

慢
性
腎
臓
病（
C
K
D
）

予
防
の
た
め
の
生
活
習
慣

見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

と
う

せ
き

き
ん
こ
う

し
ん

そ
く

塩分測定器

※
治
療
中
の
方
は
、
医
師
の
指
示
に
従
っ
て

　
く
だ
さ
い
。

１
．塩
分
を
と
り
過
ぎ
な
い

２
．食
べ
す
ぎ
な
い

３
．体
を
動
か
す

4
．血
圧
の
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
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